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仙台市外国人材受入費用補助金 

申請マニュアル 

 

１. 補助金の交付対象（第３条） 

この補助金を受けることができるのは、次の要件を満たした法人となります。 

(1) 仙台市内において介護サービス事業を行っている法人であること 

 →厚生労働省の「介護サービス情報公表システム※」により、事業者番号を確認します。 

(2) 市税の滞納がないこと 

  →交付申請書兼実績報告書「４ 市税納付状況確認」にて申請者の同意を得て担当

課が確認するか、申請日前 30 日以内に交付を受けた「市税の滞納がないことの証明

書」を添付します。 

(3) 暴力団等と関係を有していないこと 

  →申請書により誓約します。 

 

２. 補助対象となる事業（第６条） 

この補助金は、法人が外国人材の受入れを行うために負担した経費が補助対象となります。 

補助金の交付を受けるには、次の要件を満たす必要があります。 

(1) 他の制度による補助を受けていないこと。 

(2) 外国人材は、法人が運営する事業所において当該事業年度内に勤務を開始すること。 
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外国人材 

１名あたり 

 

３. 補助対象経費（第７条） 

 補助対象となる経費は、次の表に掲載する経費のうち消費税額を含まない金額が対象です。 

 なお、１会計年度中に法人が申請できるのは、２名分までとなります。 

区分 補助対象経費 

技能 

実習生 

監理団体等に支払った次に掲げる経費 

(1) 技能実習計画の作成及び提出に要する経費 

(2) 入国に要する経費（大使館等への書類の郵送料等を含む。） 

(3) 入国前の日本語研修及び介護実技研修に要する経費（食糧費を除く。） 

(4) 在留資格の申請に要する経費（収入印紙代及び入国管理局へのこれらの 

申請の取次ぎに要する経費を含む。） 

(5) 入国後の講習に要する経費（入国後の講習時の生活手当を除く。） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 

特定技能 

外国人材 

登録支援機関等に支払った次に掲げる経費 

(1) 初期費用 

(2) 紹介手数料 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 

EPA 

外国人材 

国際厚生事業団又は日本語研修機関に支払った次に掲げる経費 

(1)求人申込手数料 

(2)あっせん手数料 

(3)介護導入研修に係る費用  

(4)日本語研修の一部負担金 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 

 

４. 補助金の額（第８条） 

法人が支払った経費のうち、補助金として交付できるのは、「３．補助対象経費」の 1/2 の金額で

す。また、外国人材１人につき１会計年度あたり 25 万円が補助金額の上限となります。 

 

 

 

 

  

事業者負担総額　100万円

補助対象経費　60万円 対象外

1/2を補助　ただし、補助金上限は25万円
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５. 交付申請（第９条） 

 必要な条件を満たしたら「仙台市外国人材受入費用補助金交付申請書兼実績報告書（様

式第１号）」に次の書類を添えて、健康福祉局介護保険課までご提出ください。 

 なお、申請書の記載例は、９ページをご確認ください。 

➢ 仙台市外国人材受入れ事業に係る事業報告書 

  ・2 名分申請する場合は、1 枚にまとめて記載ください 

【添付書類】 

  ・外国人従業員の在留カードの写し（表裏面） 

  ・在留資格が EPA の場合はパスポートの指定書の写し 

  ・外国人従業員の労働契約通知書、雇用契約書等の雇用に関する書類 

 

➢ 仙台市外国人材受入事業に係る決算内訳書 

・対象となる外国人材１名につき１枚提出が必要です 

・外国人材の在留資格ごとに様式を選択してください 

【添付書類】 

  ・法人が経費を支出したことが分かる書類（領収書や振込の明細書等） 

  ・支払った経費の項目が分かる資料（費用明細書等） 

 

６. 補助金額の決定～交付（第１０条） 

交付申請兼実績報告の内容を確認後、補助金の決定を行います。補助金額が決定したら、

法人に交付決定兼確定通知書を送付します。 

 交付決定兼確定通知書を受け取った法人は、速やかに請求書をご提出ください。 
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【制度全般について】 

Ｑ１．申請対象となる外国人材の在留資格区分は 

Ａ１．在留資格区分「技能実習」「特定技能」「EPA」の外国人材を対象としています。 

在留資格「介護」については、介護福祉士資格を保有していることから、既に国内で継続的に勤

務していることが想定されるため申請対象外となります。 

 

Ｑ２．法人本部が市外にあるが、補助対象となるか 

Ａ２．市内で介護サービス事業を運営しており、外国人材を市内の事業所で受入れていれば、法人

本部が市外であっても対象となります。 

 

Ｑ３．申請はいつ時点でできるのか 

Ａ３．対象となる外国人材が勤務を開始した年度に申請が可能です。 

 

Ｑ４．補助金の申請にあたって満たすべき要件は 

Ａ４．補助金の交付には以下のすべての要件を満たす必要があります。 

① 他の制度による補助を受けていないこと 

② 対象となる外国人材が、法人の運営する市内介護施設で勤務していること 

 

Ｑ５．宮城県の「介護特定技能外国人受入支援事業」を使っているが、この補助金は活用できるか 

Ａ５．Ａ４．①のとおり、他の制度による補助を受けている場合は補助金の交付対象とはなりません。 

判断が難しい場合は、個別にご相談ください。  

 

Ｑ６．複数名の外国人材を受入れたが、複数名分を申請してもよいか 

Ａ６．この補助制度は、１法人当たり２名までを申請の上限としておりますので、その範囲内であれば

申請が可能です。 

 

Ｑ７．昨年度に勤務を開始した外国人材の受入れに要した費用は対象となるか 

Ａ７．この補助制度は、当該年度中に勤務を開始した外国人材の受入れに要した経費を補助対象と

していることから対象外となります。 

 

【対象経費について】 

Ｑ８．補助対象となる経費とは何か 

Ａ８．外国人材の受入れの際に要した費用が対象となります。具体的には、２ページの表に掲載する

費用を想定しておりますが、判断が難しい場合はご相談ください。なお、対象経費には消費税分

は含まれません。 
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Ｑ９．外国人材を対象とした健康診断の費用は対象となるか 

Ａ９．国外において出国のために必要となる費用は対象となりますが、入国後の雇入時健康診断は法

定健診であり、受入れのための費用ではないことから対象となりません。 

 

Ｑ10．対象経費は消費税を含まないとあるが、海外でかかった費用は消費税を含んでいるのか 

Ａ10．一般的に監理団体や登録支援機関等の受入調整機関が海外で支出した金額は非課税とな

ります。判断が難しい場合は受入調整機関にご確認ください。  

 

Ｑ11．いつ支払った経費が補助対象となるのか 

Ａ11．外国人材が雇用された年度までに支払われた経費が対象となります。なお、雇用の翌年度に支

払われたものは対象となりません。 

①外国人材が雇用された年度までに支払われた経費が対象 

      

    ②勤務開始の翌年度に支払った経費は対象外 

     

＜技能実習の場合＞ 

Ｑ12．技能実習生の「入国に要する経費」とはどのような費用か 

Ａ12．外国人材の入国および国内の移動のための旅費や、在留資格の手続きを郵送で行う場合の

郵便代等を想定しています。 

 

Ｑ13．技能実習生の「在留資格の申請に要する経費」とはどのような費用か 

Ａ13．以下の例に示すような費用を想定しております。 

<例>在留資格認定証明書交付申請 

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資

格（「短期滞在」及び「永住者」を除く）に該当するものである等の上陸のための条件に適

合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。 

※出入国在留管理庁 HP より引用 

  

→ここまでに支払った経費が対象

4/153/20 5/1

支払 雇用 申請

R6年度→ ←R7年度

3/20 4/3 4/18

勤務開始 支払 ×申請

※年度をまたいでの申請はできません
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Ｑ14．技能実習生の「講習や研修に要する経費」とはどのような費用か 

Ａ14．受入調整機関に対して、研修費用や講習費用として支払った金額が対象となります。 

なお、研修期間中に支払った外国人材の生活のための費用（食糧費や生活費手当等）は対

象となりません。 

 

Ｑ15．外国人材を対象とした保険の費用は補助対象となるか 

Ａ15．技能実習生を対象とした JITCO が提供する総合保険等については、任意保険となるため対象

にはなりません。 

 

＜特定技能の場合＞ 

Ｑ16．特定技能の「初期費用」とはどのような費用か 

Ａ16．支援計画の策定、及び提出に係る費用、外国人材の入国に要する経費、入国前及び入国後

の研修に要する経費、在留資格の変更に要する経費等を想定しています。 

    なお、海外現地で要した特定技能の資格取得のための試験対策費用等は対象外となりません。 

 

【添付書類について】 

Ｑ17．「法人が経費を支出したことが分かる資料」とはどのようなものか 

Ａ17．受入調整機関から発行された領収書や、振込明細や預金口座の動きの写し等で確認を行い

ます。この他に、対象経費を確認するために、法人が支払った経費の項目が分かる資料（費用

明細書等）も添付してください。 

 

【その他】 

Ｑ18．交付決定した当該年度中に外国人材が退職した場合の手続きはあるか 

Ａ18．外国人材が当該年度中に退職した場合について、特段の手続きはありません。  
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